
身体障害者手帳制度における肝臓機能障害について（概要） 

 

１．経過 

 ・ 薬害肝炎全国原告団・弁護団との大臣協議（平成 20 年９月９日）にお

いて、肝機能障害を身体障害に位置付けることを検討する旨回答。 

・ 肝機能障害の評価に関する検討会（平成 20 年 10 月 27 日設置、計７回

開催）において、認定基準等について議論。 

 ・ 同検討会が、「肝機能障害が重症化し、治療による症状の改善が見込め

ず回復困難になっているものについては身体障害の対象となる」との報告

書を取りまとめる。（平成 21 年８月 24 日） 

・ 疾病・障害認定審査会身体障害認定分科会（平成 21 年９月 11 日）にお

いて、認定基準も含め、肝機能障害を身体障害者手帳の交付対象範囲に追

加することについて了承。 

・ 身体障害者福祉法の政省令の改正案を 12 月に公布し、平成２２年４月か

ら施行。 

 

２．対象者 

対象者については、肝臓機能障害となった原因は問わず、また、その障害

程度等級は、身体障害者福祉法の考え方の下、これまで対象とされてきた他

の内部障害の等級も参考として、１級から４級までの障害として認定。 

 

（参考１） 身体障害者福祉法に基づく身体障害の考え方 

以下の考え方に合致するものを、身体障害の対象としてきている。 

① 身体機能に一定以上の障害があること 

② 永続する障害であること 

③ 日常生活が著しい制限を受ける程度であること 

 

（参考２）認定基準の考え方について 

 

・ 国際的な肝臓機能障害の重症度分類「チャイルド・ピュー分類」による

血液検査等の値に応じた「点数」等を踏まえ、３段階のうち最重度の「グ

レードＣ」に該当する患者が対象。 

 

・ これに日常生活の制限の程度を考慮して、１級～４級までを認定。 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/situbyo.html�


肝機能障害の障害認定について 

○身体障害者の範囲 

• 一定の障害が永続している 
• 日常生活活動に著しい制限を受けている 
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肝臓移植とこれに伴う医療を 
自立支援医療の対象とする 

・・・ 

（既に肝臓移植を行った者も、 
身体障害として認定する） 

治療による治癒、改善の可能性あり 
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認定基準の考え方 

 
＜一定の障害の永続＞ 
○ Child-Pugh分類グレードCの状態が一定期間（3ヶ月）継続していることを確認 
   チャイルド・ピュー 
＜日常生活活動の制限＞ 
○ 日常生活活動の制限を示す項目（日常生活の制限、臨床症状等）の確認 

  【肝機能障害重症度分類（Child-Pugh 分類）】 
  1点 2点 3 点 

肝性脳症 なし 軽度(I～II) 昏睡(III度以上) 

腹水 なし 軽度 中程度以上 

血清アルブミン(g/dl) >3.5 2.8-3.5 <2.8 

PT（プロトロンビン）時間（％） >70% 40-70% <40% 

総ビリルビン値（mg/dl） <2 2.0-3.0 >3 

グレード A:5～6 点  グレード B: 7～9点  グレード C: 10～15点 

  肝性脳症の判定は、犬山シンポジウム（1981）を使用する 

【項目の例】 
＜日常生活活動の制
限と関連のある臨床症
状＞  
・全身倦怠感 
・食欲不振      
・皮下出血（血小板数） 
・有痛性筋痙攣             
・食道静脈瘤 
・腹膜炎 
  
＜日常生活活動＞ 
・安静の必要性 
・日常生活における行
動制限 

重症の肝機能障害 

項目（血清アルブミン値等）の値・状態に応
じた点数の総計により、A,B,Cの3段階のグ
レードが決定。点数の総計が高いほど重症。 



上肢機能 移動機能

１　両下肢の機能を
 全廃したもの

２　両下肢を大腿の
  ２分の１以上で欠
  くもの

　体幹の機能障害
により坐っているこ
とができないもの

  不随意運動
・失調等によ
り上肢を使用
する日常生活
動作がほとん
ど不可能な
もの

平衡機能
障害

心臓機能障
害

１　両上肢の機能を
 全廃したもの

２　両上肢を手関節
 以上で欠くもの

下 肢 体 幹

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上 肢
 肝臓機能
 障害

１級

　両眼の視力（万国
式試視力表によって
測ったものをいい、
屈折異常のある者
については、きょう
正視力について測っ
たものをいう。以下
同じ。）の和が0.01
以下のもの

　不随意運動
・失調等によ
り歩行が不可
能なもの

心 臓 の 機
能の障害に
よ り 自 己 の
身辺の日常
生活活動が
極度に制限
さ れ る も の

小腸機能障
害

ぼうこう又は
直腸の機能
障害

身体障害者障害程度等級表（身体障害者福祉法施行規則別表第５号）

級別 視 覚 障 害

聴覚又は平衡機能の障害 音声機
能、言語
機能又
はそしゃ
く機能の
障害

肢 体 不 自 由
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
若しくは肝臓の機能の障害

聴 覚 障 害

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害

ヒト免疫不
全 ウ イ ル ス
に よ る 免 疫
の機能の障
害 に よ り 日
常生活がほ
と ん ど 不 可
能 な も の

肝臓の機
能の障害に
よ り日 常生
活活動がほ
とんど 不可
能 な も の

２級

１  両眼の視力の和
　が0.02以上0.04以
　下のもの

２　両眼の視野がそ
　れぞれ10度以内
　でかつ両眼による
　視野について視能
　率による損失率が
　95パーセント以上
　のもの

　両耳の聴力レベル
がそれぞれ 100デシ
ベル以上のもの（両耳
全ろう）

１　体幹の機能障
　害により坐位又
　は起立位を保つ
　ことが困難なもの

２　体幹の機能障
　害により立ち上
　がることが困難
　なもの

肝臓の機
能の障害に
よ り日 常生
活活動が極
度に制限さ
れ る も の

じん臓の機
能の障 害に
よ り 自 己 の
身辺の日常
生活活動が
極度に 制限
さ れ る も の

　ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
の機能の障
害により日
常生活が著
しく制限され
るもの(社会
での日常生
活活動が著
しく制限され
るものを除
く。）

　肝臓の機
能の障害に
より日常生
活活動が著
しく制限され
るもの(社会
での日常生
活活動が著
しく制限され
るものを除
く。）

　心臓の機
能の障害に
より家庭内
での日常生
活活動が著
しく制限され
るもの

　じん臓の機
能の障害に
より家庭内
での日常生
活活動が著
しく制限され
るもの

 じん臓機能
 障害

呼吸器機能
障害

呼 吸 器 の
機能の 障害
に よ り 自 己
の身辺 の日
常生活 活動
が 極 度 に 制
限されるもの

ぼうこう又
は直腸 の機
能 の 障 害 に
よ り 自 己 の
身辺の 日常
生活活 動が
極 度 に 制 限
さ れ る も の

小 腸 の 機
能 の 障 害 に
よ り 自 己 の
身辺の 日常
生活活 動が
極 度 に 制 限
さ れ る も の

　音声機
能, 言語
機能又
はそしゃ
く機能の
喪失

１　両上肢のおや指
  及びひとさし指を
  欠くもの

２　両上肢のおや指
  及びひとさし指の
  機能を全廃したも
　の

３　一上肢の機能の
　著しい障害

４　一上肢のすべて
  の指を欠くもの

５　一上肢のすべて
　の指の機能を全
　廃したもの

１　両上肢の機能の
　著しい障害

２　両上肢のすべて
  の指を欠くもの

３　一上肢を上腕の
　２分の１以上で欠
　くもの

４　一上肢の機能を
　全廃したもの

１　両下肢の機能の
　著しい障害

２　両下肢を下腿の
　２分の１以上で欠
　くもの

　小腸の機
能の障害に
より家庭内で
の日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

ヒト免疫不
全 ウ イ ル ス
に よ る 免 疫
の機能の障
害 に よ り 日
常生活が極
度 に 制 限 さ
れ る も の

　体幹の機能障害
により歩行が困難
なもの

　不随意運動
・失調等によ
り上肢を使用
する日常生活
動作が著しく
制限されるも
の

　不随意運動
・失調等によ
り歩行が家庭
内での日常
生活活動に
制限されるも
の

 

　不随意運動
・失調等に
より上肢を使
用する日常生
活動作が極
度に制限され
るもの

　不随意運動
・失調等によ
り歩行が極度
に制限される
もの

　呼吸器の
機能の障害
により家庭
内での日常
生活活動が
著しく制限さ
れるもの

　ぼうこう又
は直腸の機
能の障害に
より家庭内で
の日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

１　両下肢をシヨパ
　ー関節以上で欠く
　もの

２　一下肢を大腿の
　２分の１以上で欠
　くもの

３  一下肢の機能を
　全廃したもの

３級

１　両眼の視力の和
が0.05以上0.08以下
のもの

２　両眼の視野がそ
れぞれ10度以内で
かつ両眼による視野
について視能率によ
る損失率が90パー
セント以上のもの

　両耳の聴力レベル
が 90デシベル以上の
もの（耳介に接しなけ
れば大声語を理解し
得ないもの）

　平衡機
能の極め
て著しい
障害



上肢機能 移動機能

平衡機能
障害

心臓機能障
害

下 肢 体 幹

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上 肢
 肝臓機能
 障害

小腸機能障
害

ぼうこう又は
直腸の機能
障害

級別 視 覚 障 害

聴覚又は平衡機能の障害 音声機
能、言語
機能又
はそしゃ
く機能の
障害

肢 体 不 自 由
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
若しくは肝臓の機能の障害

聴 覚 障 害

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害

 じん臓機能
 障害

呼吸器機能
障害

４級

１　両眼の視力の和
が0.09以上0.12以下
のもの

２　両眼の視野がそ
れぞれ10度以内の
もの

1　両耳の聴力レベル
　がそれぞれ 80デシ
　ベル以上のもの（耳
　介に接しなければ話
　声語を理解し得ない
　もの）

 ２  両耳による普通
　話声の最良の語音
　明瞭度が50パーセ
　ント以下のもの
 

　音声機
能, 言語
機能又
はそしゃ
く機能の
著しい障
害

　ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
の機能の障
害により社
会での日常
生活活動が
著しく制限さ
れるもの

　肝臓の機
能の障害に
より社会で
の日常生活
活動が著し
く制限され
るもの

１　両上肢のおや指
　を欠くもの
２  両上肢のおや指
  の機能を全廃した
  もの
３  一上肢の肩関
  節, 肘関節又は手
  関節のうち, いず
  れか一関節の機
　能を全廃したもの
４　一上肢のおや指
  及びひとさし指を
  欠くもの
５  一上肢のおや指
　及びひとさし指の
　機能を全廃したも
　の
６　おや指又はひと
　さし指を含めて一
  上肢の三指を欠く
　もの
７  おや指又はひと
  さし指を含めて一
　上肢の三指の機
　能を全廃したもの
８  おや指又はひと
　さし指を含めて一
  上肢の四指の機
　能の著しい障害

１　両下肢のすべて
  の指を欠くもの
２  両下肢のすべて
  の指の機能を全
　廃したもの
３　一下肢を下腿の
  ２分の１以上で欠
　くもの
４　一下肢の機能の
  著しい障害
５　一下肢の股関節
  又は膝関節の機
　能を全廃したもの
６　一下肢が健側に
　比して10センチ
  メートル以上又は
  健側の長さの10
　分の1以上短いも
　の

　 　不随意運動
・失調等によ
る上肢の機能
障害により社
会での日常生
活活動が著し
く制限される
もの

 不随意運動
・失調等によ
り社会での日
常生活活動
が著しく制限
されるもの
 

　心臓の機
能の障害に
より社会で
の日常生活
活動が著しく
制限される
もの

　じん臓の機
能の障害に
より社会で
の日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

　呼吸器の
機能の障害
により社会で
の日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

　ぼうこう又
は直腸の機
能の障害に
より社会での
日常生活活
動が著しく制
限されるもの

　小腸の機
能の障害に
より社会での
日常生活活
動が著しく制
限されるもの

５級

１　両眼の視力の和
が0.13以上0.2以下
のもの

２　両眼による視野
の２分の１以上が欠
けているもの

　平衡機
能の著し
い障害

１　両上肢のおや指
  の機能の著しい障
  害
２　一上肢の肩関
  節, 肘関節又は手
　関節のうち, いず
　れか一関節の機
　能の著しい障害
３　一上肢のおや指
　を欠くもの
４　一上肢のおや指
  の機能を全廃した
　もの
５　一上肢のおや指
  及びひとさし指の
  機能の著しい障害
６  おや指又はひと
  さし指を含めて一
  上肢の三指の機
　能の著しい障害

１　一下肢の股関節
  又は膝関節の機
　能の著しい障害
２　一下肢の足関節
  の機能を全廃した
　もの
３　一下肢が健側に
　比して５センチメー
　トル以上又は健側
　の長さの15分の1
　以上短いもの

　体幹の機能の著
しい障害

　不随意運動
・失調等によ
る上肢の機能
障害により社
会での日常生
活活動に支障
のあるもの

 不随意運動
・失調等によ
り社会での日
常生活活動に
支障のあるも
の
 



上肢機能 移動機能

平衡機能
障害

心臓機能障
害

下 肢 体 幹

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上 肢
 肝臓機能
 障害

小腸機能障
害

ぼうこう又は
直腸の機能
障害

級別 視 覚 障 害

聴覚又は平衡機能の障害 音声機
能、言語
機能又
はそしゃ
く機能の
障害

肢 体 不 自 由
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
若しくは肝臓の機能の障害

聴 覚 障 害

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害

 じん臓機能
 障害

呼吸器機能
障害

7　下肢の長さは, 前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。

６級

 一眼の視力が0.02
以下, 他眼の視力が
0.6以下のもので,両
眼の視力の和が 0.2
を超えるもの

１　両耳の聴力レベル
が70デシベル以上の
もの（40センチメート
ル以上の距離で発声
された会話語を理解し
得ないもの）

２　一側耳の聴力レベ
ルが90デシベル以上,
他側耳の聴力レベル
が50デシベル以上の
もの

１　一上肢のおや指
  の機能の著しい障
　害
２　ひとさし指を含
　めて一上肢の二
　指を欠くもの
３　ひとさし指を含
　めて一上肢の二
　指の機能を全廃し
　たもの

１　一下肢をリスフ
　ラン関節以上で欠
　くもの
２　一下肢の足関節
  の機能の著しい障
　害

　不随意運動
・失調等によ
る上肢の機能
の劣るもの

 不随意運動
・失調等によ
り移動機能の
劣るもの

1　同一の等級について二つの重複する障害がある場合は, 一級うえの級とする。ただし, 二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは, 該当等級とする。
2　肢体不自由においては, ７級に該当する障害が２以上重複する場合は, ６級とする。
3　異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については, 障害の程度を勘案して当該等級より上位の等級とすることができる。
4　「指を欠くもの」とは, おや指については指骨間関節, その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
5　「指の機能障害」とは, 中手指節関節以下の障害をいい, おや指については, 対抗運動障害をも含むものとする。
6　上肢又は下肢欠損の断端の長さは, 実用調（上腕においては腋窩より, 大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）をもって計測したものをいう。

７級

１　一上肢の機能の
  軽度の障害
２　一上肢の肩関
  節, 肘関節又は手
　関節のうち, いず
　れか一関節の機
　能の軽度の障害
３　一上肢の手指の
  機能の軽度の障
　害
４　ひとさし指を含
　めて一上肢の二
　指の機能の著しい
　障害
５　一上肢のなか
  指, くすり指及び
  小指を欠くもの
６　一上肢のなか
  指, くすり指及び
  小指の機能を全
　廃したもの

備考

１　両下肢のすべて
　の指の機能の著し
　い障害
２　一下肢の機能の
  軽度の障害
３　一下肢の股関
  節, 膝関節又は足
  関節のうち, いず
　れか一関節の機
　能の軽度の障害
４　一下肢のすべて
　の指を欠くもの
５　一下肢のすべて
  の指の機能を全
　廃したもの
６　一下肢が健側に
　比して３センチメ
　ートル以上又は健
　側の長さの20分
　の1以上短いもの

 上肢に不随
意運動・失調
等を有するも
の

　下肢に不随
意運動・失調
等を有するも
の
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